
第２期北上市子ども・子育て支援事業計画記載事業進捗状況一覧　　（令和5年度末現在）

(基本目標１～４のみ）

事業数 ◎予定通り ○未達成 △未実施

25 20 4 1

基本方向１ 教育・保育サービスの充実 17 12 4 1

基本方向２ 放課後児童健全育成の充実 4 4 0 0

基本方向３ 子育て支援サービスの充実 4 4 0 0

15 9 6 0

基本方向１ 健康の保持増進のための支援 10 5 5 0

基本方向２ 食育の推進 2 1 1 0

基本方向３ 小児医療の充実 3 3 0 0

7 3 4 0

基本方向１ 安心して外出できる環境の整備 3 1 2 0

基本方向２ 地域・企業における子育て支援の推進 4 2 2 0

20 16 4 0

基本方向１ 児童虐待防止対策の推進 2 2 0 0

基本方向２ ひとり親家庭等の自立支援の推進 5 4 1 0

基本方向３ 障がいのある児童・家庭への支援 13 10 3 0

67 48 18 1

基本目標４　社会的支援を要する児童・家庭に対するきめ細かな対応

施　　　　　　策

計　　画　　全　　体

基本目標１　未就学期から就学期までの切れ目のない支援

基本目標２　健やかに産み育てる環境の充実

基本目標３　子育てを支援する生活環境の整備

資料№

1



基本目標１　未就学期から就学期までの切れ目のない支援

基本方向１　教育・保育サービスの充実

No. 事業名 事業内容 指標
現状値

（H30実績）
最終年次目標

（R6）
令和４年度

実績
令和５年度
実績

進捗
状況

成果及び今後の課題等 所管課

1
認定こども園への移行
支援事業

私立幼稚園等が３歳未満児の受け入れ
を行う認定こども園に移行するための
施設改修を行う場合、その費用の一部を
補助する。

計画期間中に認定こど
も園移行する園数

２か所 ２か所
2か所
（累計）

3か所
（累計）

◎

私立保育園１園が認定こども園
へ移行した。教育利用の園児確
保に向けて、今後も移行が増え
るもの見込まれる。

子育て支援課

2 小規模保育事業
定員19人以下の小規模な保育を行う市
が認可した施設に対し、給付を行う。

認可し給付を行ってい
る施設数

18か所 20か所 21か所 20か所 ◎

０～２歳児の待機児童が減少し
年度途中で入所できる子どもも
増加している。
新規開所にあたっては、子ども
人口の減少を踏まえ、必要性を
精査の上で判断する。

子育て支援課

3 認可化移行支援事業
認可外保育施設が認可施設へ移行する
にあたり必要な施設整備等を行う場合
に、費用の一部を補助する。

計画期間中に整備した
施設数

- ２か所 ０か所 ０か所 ○
今後、認可化の際に必要な補助
を実施できるよう、各施設の動
向を注視していく。

子育て支援課

4 保育人材確保事業
潜在保育士の職場復帰や、新卒保育士
への就職支援をはじめとした、保育人材
確保事業を展開する。

実施している保育人材
確保事業数

１事業 ５事業 ３事業 ４事業 ◎

保育料の減免・補助、奨学金の
返還支援、就職支援助成、保育
TOURを実施し、就労の促進及
び人材の確保に努めた。

子育て支援課

5 幼保小連携事業

幼児教育振興プログラムの実践並びに
「幼児期の終わりまでに育ってほしい10
の姿」を共有し、小学校への円滑な接続
を図る。

実施園数 全園実施 全園実施 全園実施 全園実施 ◎
幼保小の連携を密にし、めざす
子ども像の共有を図っていく。

学校教育課

6 乳児保育事業
産休明けからの職場復帰に対応するた
め、生後２か月からの保育を行う。

事業実施園数 10か所 16か所 15か所 18か所 ◎

産休明けでの職場復帰する保護
者の子育てを支援することがで
きた。
年度途中の待機児童が減ってき
ており、引き続き保護者のニー
ズを把握しながら事業継続して
いく。

子育て支援課

7 延長保育事業 11時間を超えて開所し、保育を行う。 事業実施園数 20か所 20か所 24か所 23か所 ◎

既存の園の実施の継続により利
用ニーズに対応できた。
保育士確保が進まないため、実
施園が減ることのないよう、必
要な支援を継続していく。

子育て支援課

8 一時預かり事業

保護者の疾病やリフレッシュのため、家
庭において保育を受けることが一時的
に困難となった乳幼児について、一時的
に預かり、必要な保護を行う。

実施施設数 １か所 ２か所 ５か所 ６か所 ◎

働き方の多様化により、一時保
育のニーズが高まっており、今
後も実施施設の確保に努めてい
く。

子育て支援課

※所管課の名称は
R5年度時の名称

進捗状況について
◎：予定通り
○：実施しているが目標まで達しなかった
△：未実施
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No. 事業名 事業内容 指標
現状値

（H30実績）
最終年次目標

（R6）
令和４年度

実績
令和５年度
実績

進捗
状況

成果及び今後の課題等 所管課

9 休日保育事業 日曜、祝日の保育を行う。 事業実施園数 ２か所 ２か所 １か所 ０か所 △
一定のニーズがあるものと見込
んでいるが、実施にあたっては
人員体制の確保が困難である。

子育て支援課

10 病児・病後児保育事業

保護者の就労等のため、家庭で保育を
受けることができない病児、病気の回復
期にある児童及び体調不良児を保育す
る。

病児保育施設 病後児２か所
病児１か所

病後児１か所
体調不良児１か所

病後児２か所
体調不良児１か所

病後児２か所
体調不良児１か所

○
病児保育は企業主導型保育事業
所において実施している。

子育て支援課

11
子育て支援短期支援事
業

保護者の疾病、出産等により家庭で養育
することが困難になった児童を児童福
祉施設で一定期間養育保護する。

養育保護
随時

（２名14日間）
随時

対象児童１名
２日間

対象児童１名
３日間

○

広報や婦人相談等での周知を
行っているが、利用者は少な
かった。
依然として市内に受入先が無い
ため、引き続き受託者の確保を
検討していく。

子育て支援課

12
幼稚園・保育園等の適正
な配置

地域の実情に応じ、幼稚園・保育所の統
合による認定こども園化や多様なニー
ズへの対応及び効率的運営により他の
保育サービスを充実させるため、公立施
設の民営化に取り組む。

計画期間中に民営化
する園数

- ３か所
２園

（累計）
２園

（累計）
○

事業者から新設の申し入れを受
けて、公立３園の閉園に係る検
討を進めているところである。

子育て支援課

13 教育・保育施設整備事業
老朽化した公立施設の改築等により、保
育環境を整備する。

計画期間中に改築実
施する園数

- ２園
２園

（累計）
２園

（累計）
◎

公立施設の定員適正化を進める
中で、大規模改築については必
要性を改めて検討していく。

子育て支援課

14
教育・保育施設環境改善
事業

公立施設の保育室へのエアコン設置等
環境の改善を図る。

計画期間中に環境改
善事業を実施した施設
数

エアコン設置
６園

エアコン設置
全園

防犯対策の実施
全園

エアコン設置
全園

防犯カメラの設置
全園

エアコン設置
全園

防犯カメラの設置
全園

◎ 令和２年度までに実施済。 子育て支援課

15 保育料軽減事業
保護者の経済的負担を軽減するため、国
の基準より一部拡充した保育料軽減や
副食費の免除の基準を適用する。

独自軽減事業の実施 実施 実施 実施 実施 ◎

保育料について、第２子以降を
無償に、第１子を従来の半額とし
た。副食費徴収免除は独自軽減
を継続して実施した。

子育て支援課

16 補足給付事業
幼稚園を利用する際にかかる副食費の
補助を行う。

事業実施の有無 未実施 実施 実施 実施 ◎

新制度に移行していない私立幼
稚園の利用者を対象に、副食費
の負担に対する給付を行い、新
制度に移行した園の利用者と負
担額に差が生じないようにし
た。

子育て支援課

17 就学援助事業
経済的に困難な状況にある児童生徒の
保護者に対して、就学に必要な費用を支
給する。

認定者数 528人 500人 502人 489人 ◎
毎年、就学援助制度について保
護者に周知を行っている。

学校教育課
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基本方向２　放課後児童健全育成の充実

No. 事業名 事業内容 指標
現状値

（H30実績）
最終年次目標

（R6）
令和４年度

実績
令和５年度
実績

進捗
状況

成果及び今後の課題等 所管課

18
放課後児童健全育成事
業（指定管理）

就労などにより保護者が昼間家庭にい
ない小学生に対して、放課後児童の健全
育成を行うとともに、その担い手である
父母会等が安定的な運営ができるよう
指定管理者制度を導入する。

指定管理導入した小学
校区

指定管理導入
小学校区
0学区

指定管理導入
小学校区
9学区

指定管理導入
小学校区
９学区

指定管理導入
小学校区
10学区

◎

指定管理者制度の導入にあたっ
ては順調に移行できている。一
方で、土地建物の所有者等の都
合により、移行が難しい放課後
児童クラブがあり、その対応方
針について検討が必要となって
いる。

子育て支援課

19
放課後児童クラブ施設
整備事業

老朽化が著しい施設や基準を満たして
いない施設等の整備を行う。

計画期間中に整備す
る施設数

３か所 ３か所
３か所
（累計）

４か所
（累計）

◎
令和５年度は、黒沢尻東学童保
育所の新築に着手した。（令和６
年度中に完成予定）

子育て支援課

20 放課後子ども教室事業

地域の方々の参画を得て、放課後や週
末における子どもたちの安全で安心な
居場所を確保し、様々な体験活動や学習
活動を行う。

放課後子ども教室の
実施回数及び参加した
子どもの人数

実施回数
121回、
参加人数
3,197人

実施回数
121回、
参加人数
3,200人

実施回数
73回、

参加人数
1,379人

実施回数
８６回

参加人数
2,851人

◎
昨年度より実施回数、参加人数
ともに増加し、順調に実施でき
ている。

生涯学習文化課

21
放課後児童支援員等資
質向上研修事業

放課後児童支援員等に対して、資質の向
上や特別な配慮を必要とする児童の対
応に必要な知識の習得を目的とした研
修を行う。

実施回数
2回、

参加クラブ
全クラブ

実施回数
2回以上

参加クラブ
全クラブ

実施回数
２回、

参加クラブ
全クラブ

実施回数
２回、

参加クラブ
全クラブ

◎ 順調に実施できている。 子育て支援課

基本方向３　子育て支援サービスの充実

No. 事業名 事業内容 指標
現状値

（H30実績）
最終年次目標

（R6）
令和４年度

実績
令和５年度
実績

進捗
状況

成果及び今後の課題等 所管課

22
ファミリー・サポート・セ
ンター事業

育児の援助を受けたい者と援助を行い
たい者との相互援助活動に関して、アド
バイザーが連絡・調整を行う。

事業実施の有無 実施 実施
依頼への対応率

100％
依頼への対応率

100％
◎

おねがい会員に対し、あずかり
会員が不足しているため、多様
なニーズには対応できていな
い。

子育て支援課

23 産後サポート事業
出産直後の母親や乳児を介助する人が
いない家庭に家事育児支援を行うサ
ポート会員を派遣する。

事業実施の有無 実施 実施
依頼への対応率

100％
依頼への対応率

100％
◎

おねがい会員に対し、あずかり
会員が不足しているため、多様
なニーズには対応できていな
い。

子育て支援課

24
地 域 子 育 て 支 援 セ ン
ター事業

乳幼児及びその保護者が相互の交流を
行う場所を開設し、子育てについての相
談、情報の提供、助言その他の援助を行
う。

支援センター数 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 ◎
おやこセンターの土曜開所によ
り、幅広い層の利用につながっ
ている。

子育て支援課

25 利用者支援事業

子育て支援コンシェルジュを配置し、教
育・保育事業や地域子育て支援事業、母
子保健等に関する情報提供及び必要に
応じた相談・助言等を行う。

事業実施箇所数 １か所 ２か所 ２か所 ２か所 ◎

子育て支援コンシェルジュを２
名配置し、子育て世代の相談に
応じている。また、毎週火曜は江
釣子支援センターにて実施する
とともに、平日の利用が難しい
方のために、第２土曜におやこ
センターにて実施した。

子育て支援課
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基本目標２　健やかに産み育てる環境の充実

基本方向１　健康の保持増進のための支援

No. 事業名 事業内容 指標
現状値

（H30実績）
最終年次目標

（R6）
令和４年度

実績
令和５年度
実績

進捗
状況

成果及び今後の課題等 所管課

26 妊婦一般健康診査
妊娠中の異常を早期に発見し、母体の健
康の保持増進を図るために健康診査を
行う。

受診票使用率
受診票使用率

79.1%
受診票使用率

85%
81.0% 79.4% ○

おおむね順調だが、まれに定期
的に妊婦健診を受けないケース
がある。県外での里帰り出産の
償還払いについても順調であ
る。

子育て世代
包括支援センター

27 妊婦歯科検診
妊娠期の口腔衛生の向上を図るため、
歯科検診及び歯のクリーニングを行う。

受診票使用率
受診票使用率

55.4%
受診票使用率

60%
64.9% 63.4% ◎

R3年度以降、63％以上の高い
受診率を維持できている。停滞
しないよう、医療機関一覧など
改善を継続する。

健康づくり課

28 乳児一般健康診査

子どもの健康状態を把握するとともに、
疾病や障がいを早期に発見し、健やかな
発育・発達を促進するため個別健康診査
を行う。

受診票使用率
受診票使用率

89.6%
受診票使用率

95%
90.1% 88.9% ○

おおむね順調に進められている
ため、引き続き滞りのない対応
が必要。

子育て世代
包括支援センター

29 乳幼児集団健康診査

子どもの健康状態を把握するとともに、
疾病や障がいを早期に発見し、健やかな
発育・発達を促進するため４か月、10か
月、１歳６か月、２歳６か月及び３歳６か
月の集団健康診査を行う。

受診率 98.2% 99% 99.3% 99.0% ◎
順調に進められている。未受診
者の全数把握に努めた。

子育て世代
包括支援センター

30 発達相談事業

発達の遅れや障がいの疑いのある子ど
もについての療育相談に対応するとと
もに、療育指導及び保護者の精神的ケア
を行う。

開催回数、相談件数
開催回数43回
相談件数112件

開催回数44回
相談件数134件

開催回数37回
相談件数112件

開催回数42回
相談件数119件

○

相談希望者が増加し、タイムリー
に対応できず、数か月待ちにな
ることがあった。こども療育セン
ターと協力し、相談先を分担す
ることで待ちの期間を短くする
ように務めた。

子育て世代
包括支援センター

31 乳児全戸訪問事業

生後４か月までの児を対象に、子育ての
孤立化を防ぐため子育てに関する情報
提供等をしながら家庭訪問を行う。訪問
は地区の民生児童委員に依頼し、子育て
家庭と顔の見える関係を築く。

訪問実施率 79.1% 95% 68.3% 83.5% ○
保健師、助産師の専門職による
家庭訪問を実施。引き続き全数
把握に努める。

子育て世代
包括支援センター

32 妊産婦・乳幼児訪問事業

養育を支援することが必要と認められ
る保護者や出産前から支援を行うこと
が必要と認められる妊婦に対し、保健師
等が相談・指導・助言等の支援を行う。

訪問・相談件数
相談2,979件
訪問634件

相談5,000件
訪問1,500件

相談4,420件
訪問868件

相談3,666件
訪問1,010件

○

妊産婦乳幼児の母数が減少して
いる中で、希望する人が気軽に
相談できる体制として、計画配
信やオンライン予約を導入し成
果をあげている。

子育て世代
包括支援センター

33 育児講座事業

産前教室やふれあいベビー教室、離乳食
教室などにより、妊娠・出産・育児に関す
る正しい知識の普及を図るとともに、仲
間づくりを進めながら楽しく子育てがで
きるよう支援を行う。

開催回数 34回 36回 32回 45回 ◎

子育てLINEを活用し、ふれあい
ベビー教室、産前教室、離乳食
教室は全ての回で定員近くの参
加があり。引き続き、住民ニーズ
及び健康課題に合わせた実施を
行う必要がある。

子育て世代
包括支援センター

進捗状況について
◎：予定通り
○：実施しているが目標まで達しなかった
△：未実施

5



No. 事業名 事業内容 指標
現状値

（H30実績）
最終年次目標

（R6）
令和４年度

実績
令和５年度
実績

進捗
状況

成果及び今後の課題等 所管課

34 予防接種事業
乳幼児の健康の確保と感染症予防の観
点から予防接種事業を行う。

BCG接種率 92.4% 95% 98.5% 95.0% ◎
R4年度の受診率を下回った。未
接種者への対応について、再勧
奨などの検討が必要である。

健康づくり課

35 乳幼児歯科保健事業
乳幼児健診時や両親学級、乳幼児歯科
教室において、歯科保健指導及び仕上
げ磨きの実技指導等を行う。

3歳6か月児健診でむ
し歯のない子の割合

78.5% 85% 88.5% 90.5% ◎
順調に進められているため、引
き続き継続して事業を行う。

健康づくり課

基本方向２　食育の推進

No. 事業名 事業内容 指標
現状値

（H30実績）
最終年次目標

（R6）
令和４年度

実績
令和５年度
実績

進捗
状況

成果及び今後の課題等 所管課

36 食育講座
発育段階に応じた様々な「食」のテーマ
で、子どもや保護者に対する啓発活動を
行う。

講座実施回数
→公立園食育実践園
数

３回
３回

→全園実施
１回 全園実施 ◎

公立園では、野菜を育てて収穫
し、それを食べるという体験や、
クッキング体験を通して、食への
理解を深めている。

子育て支援課

37 親と子の料理教室
家庭での食育の実践につなげるととも
に食文化の継承、地域交流を図る。

開催割合 93.8% 100% 未実施 25.0% ○

新型コロナの流行を境に調理実
習が懸念されるようになったこ
と等が減少の要因。今後子ども
会との繋がりを再構築する必要
がある。

健康づくり課

基本方向３　小児医療の充実

No. 事業名 事業内容 指標
現状値

（H30実績）
最終年次目標

（R6）
令和４年度

実績
令和５年度
実績

進捗
状況

成果及び今後の課題等 所管課

38
小児医療体制の情報提
供

夜間や休日の小児医療の情報を提供す
る。

広報等への掲載回数 12回 12回 12回 12回 ◎
関係機関の協力のもと順調に進
められているため、引き続き滞
りのない対応が必要。

健康づくり課

39 未熟児養育医療費助成

未熟児は疾病にかかりやすく、心身の障
がいを残すことも多いことから医療を必
要とする未熟児に対し、必要な医療の助
成を行う。

件数
給付件数

31件
給付件数

31件
給付件数

74件
給付件数

66件
◎

順調に給付事業が進められてい
るため、引き続き滞りのない対
応が必要。

子育て世代
包括支援センター

40
子ども・妊産婦医療費給
付事業

妊娠５か月目から出産した翌月までの妊
産婦と、高校３年生までの子どもに、医
療費の一部を助成する。

給付件数と給付
金額

子ども
（0歳～高３）

7,251人/54,007
件

妊産婦
260人/1,904件

子ども
（0歳～高３）

7,251人/54,007
件

妊産婦
260人/1,904件

子ども
（0歳～高３）

7,865人/87,102
件

妊産婦
174人/1,378件

子ども
（0歳～高３）

8,357人/115,229件

妊産婦
155人/1,268件

◎

子ども医療費給付事業につい
て、令和５年12月から保護者及
び保護者の配偶者の所得制限を
撤廃した。
市町村によって対象になる条件
が異なり、市町村間で格差が生
じている。このため、同じ世帯構
成であっても、市町村ごとで給
付される額に違いが出ている。

国保年金課
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基本目標３　子育てを支援する生活環境の整備

基本方向１　安心して外出できる環境の整備

No. 事業名 事業内容 指標
現状値

（H30実績）
最終年次目標

（R6）
令和４年度

実績
令和５年度
実績

進捗
状況

成果及び今後の課題等 所管課

41 通学路の整備事業
学校・地域からの要望等に基づき、計画
的に通学路の整備を行う。

マッチング割合
（整備件数/要望件数）

-
要望への対応率

100%
100.0%

要望に対応できた割合
100%

◎
マッチング割合について、整備
件数ではなく、ソフト面を含め対
応件数としていく。

学校教育課

42 散歩コースの整備
教育・保育施設、地域からの要望基づ
き、歩道等の整備を行う。

計画期間中に安全対
策を実施した箇所数

- 20か所 ０か所 ０か所 ○

施設、地域からの要望はないも
のの、日常の散歩において整備
や修繕が必要な箇所が見つかっ
た場合は都度検討する。

子育て支援課

43 赤ちゃんの駅事業
オムツ替えや授乳ができる施設を「きた
かみ赤ちゃんの駅 ほっぺ」として登録し
ＰＲする。

登録施設数 31か所 50か所 33 33 ○

赤ちゃんの駅への登録が伸び悩
んでいる。登録することの意義
等について整理していく必要が
ある。

子育て支援課

基本方向２　地域・企業における子育て支援の推進

No. 事業名 事業内容 指標
現状値

（H30実績）
最終年次目標

（R6）
令和４年度

実績
令和５年度
実績

進捗
状況

成果及び今後の課題等 所管課

44
男女共同参画講座開催
事業

男女共同参画社会と多様性社会の実現
に向け、市民への意識啓発を行う。

延べ参加者数
（フォーラム参加者を
含む）

156人 150人 598人 490人 ◎

きたかみ男女共同参画サポー
ターと協働により岩手県立黒沢
尻工業高等学校で講座を開催、
子育て世代包括支援センター主
催の産前教室において、サポー
ターによる出産・育児に関する
講話を年５回行い、意識醸成や
理解促進を図った。また、令和６
年４月開始の北上市パートナー
シップ宣誓制度の導入も一つの
きっかけとして、制度及び多様
な性の理解促進のため、継続し
周知啓発に取り組む。

地域づくり課

45
ワーク・ライフ・バランス
啓発事業

ワーク・ライフ・バランスの啓発のため
ホームページや広報等による情報提供
を行う。

啓発活動の実施
回数

３回 3回 ２回 １回 ○

ワーク・ライフ・バランスや育児
休業制度について広報紙に掲載
し情報提供を行った。引き続き
広報等により継続した周知啓発
に取り組む。

地域づくり課

46 女性就労支援事業
結婚や出産を機に退職した女性の再就
職等を支援するための講座等を開催す
る。

事業開催回数
開催回数

５回
開催回数
３回以上

開催回数
２回

開催回数
２回

◎

セミナー等の開催や就労相談を
通し、就職を希望する方の就労
支援を行った。また、HWマザー
ズコーナーの周知を積極的に行
い、利用促進を図った

産業雇用支援課

47
事業所内保育所設置促
進事業

事業者に対して、事業所内保育所の設置
を働きかける（地域型保育施設及び企業
主導型保育施設を含む。）。

事業実施保育所数 ７か所 ９か所 ７か所 ６か所 ○
内訳は、認可外保育施設４か所、
企業主導型保育施設２か所。

子育て支援課

進捗状況について
◎：予定通り
○：実施しているが目標まで達しなかった
△：未実施２００００
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基本目標４　社会的支援を要する児童・家庭に対するきめ細かな対応

基本方向１　児童虐待防止対策の推進

No. 事業名 事業内容 指標
現状値

（H30実績）
最終年次目標

（R6）
令和４年度

実績
令和５年度
実績

進捗
状況

成果及び今後の課題等 所管課

48

虐待対応専門員、子ども
家庭支援員及び家庭児
童相談員による相談・訪
問・見守り

虐待対応専門員、子ども家庭支援員及
び家庭児童相談員が適切な支援を行
う。

支援件数
随時

（新規受付件数
47件）

随時

随時
（新規受付件数

48件/要保護・要支
援）

随時
（新規受付件数

57件）
◎

虐待発生予防として、早い段階
で関わりを持つように意識し対
応できている。北上市ヤングケ
アラー支援マニュアルについて、
年度当初の生徒指導主事研修会
にて説明をした。

子育て世代
包括支援センター

49
要保護児童対策地域協
議会運営事業

児童虐待の早期発見と適切な対応を図
るため、児童相談所、警察、保健医療機
関等で構成する要保護児童対策地域協
議会を運営する。

会議開催回数

代表者会議
１回

実務者会議
4回

ケース検討会議
 28回

代表者会議
１回

実務者会議
4回

ケース検討会議
随時

代表者会議
１回

実務者会議
4回

ケース検討会議
 16回

代表者会議
１回

実務者会議
4回

ケース検討会議
 30回

◎
月に１回、課内で方針検討会議
を開催し、管理ケースが停滞し
ないようにしている。

子育て世代
包括支援センター

基本方向２　ひとり親家庭等の自立支援の推進

No. 事業名 事業内容 指標
現状値

（H30実績）
最終年次目標

（R6）
令和４年度

実績
令和５年度
実績

進捗
状況

成果及び今後の課題等 所管課

50
母子及び父子家庭自立
支援教育訓練給付金給
付事業

ひとり親家庭の父・母が就職するため
に、雇用保険制度の教育訓練給付を受
けている講座を受講する際に、受講にか
かる費用の一部を助成する。

支給件数
支給件数

2件
支給件数

2件
支給件数

１件
支給件数

０件
○

昨年度は該当がなかったが、ひ
とり親世帯支援策として、事業
を継続していく。

子育て支援課

51
母子及び父子家庭高等
職業訓練促進給付金給
付事業

ひとり親家庭の父・母が資格を取得する
ために、高等職業訓練養成機関で一定
期間修行する場合、その間の生活にかか
る経済的負担を軽減するため助成を行
う。

支給件数
支給件数

2件
支給件数

2件
支給件数

６件
支給件数

６件
◎ 順調に実施できている。 子育て支援課

52 児童扶養手当給付事業

父母の離婚等により，父又は母と生計を
同じくしていない児童を育てている家庭
の安定と自立の促進を図るため手当の
支給を行う。

対象世帯数
対象世帯数

832件
対象世帯数

800件
対象世帯数

775件
対象世帯数

810件
◎

新規認定について、個々の事情
により状況が違うため、事前調
査も含め判定まで時間を要する
場合がある。

子育て支援課

53
ひとり親家庭医療費給
付事業

ひとり親家庭の父・母や子どもが適正な
医療が受けられるよう、医療費の一部を
助成する。

給付件数と給付金額

父母
676人/5,811件

子
834人/6,927件
父母のいない子

2人/1件

父母
676人/5,811件

子
834人/6,927件
父母のいない子

2人/1件

父母
587人/5,381件

子
866人/8,574件
父母のいない子

0人/0件

 父母
549人/5,705件

子
829人/9,910件
父母のいない子

０人/０件

◎

市町村によって対象になる条件
が異なり、市町村間で格差が生
じている。このため、同じ世帯構
成であっても、市町村ごとで給
付される額に違いが出ている。

国保年金課

54
学童保育所使用料の減
免事業

ひとり親家庭の児童が放課後健全育成
事業を利用する場合の保育料の一部を
減免する

減免対象月
減免対象

延べ1,559月
減免対象

延べ1,559月
減免対象

延べ1,679月
減免対象

延べ1,615月
◎

ひとり親世帯への数少ない支援
策として、事業を継続していく。

子育て支援課

進捗状況について
◎：予定通り
○：実施しているが目標まで達しなかった
△：未実施
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基本方向３　障がいのある児童・家庭への支援

No. 事業名 事業内容 指標
現状値

（H30実績）
最終年次目標

（R6）
令和４年度

実績
令和５年度
実績

進捗
状況

成果及び今後の課題等 所管課

55 児童発達支援

早期療育を行う必要があると認められ
た未就学の障がい児に対し、日常生活に
おける基本的な動作の指導、知識技能
の付与、集団生活への適応訓練、その他
必要な支援を行う。

利用者数、事業者数
（市内）

月平均
利用者数
103人

事業者数
３か所

月平均
利用者数
126人

事業者数
３か所

月平均
利用者数
115人

事業者数
７か所

月平均
利用者数

94人
事業者数
8か所

◎
サービス提供事業所は増加して
おり、適切なサービス利用が促
進されている。

障がい福祉課

56 放課後等デイサービス

学校（小学校～高等学校）に就学してお
り、放課後又は休業日に支援が必要と認
められた障がい児に対し、生活能力の向
上のために必要な訓練、社会との交流の
促進その他必要な支援を行う。

利用者数、事業者数
（市内）

月平均
利用者数
172人

事業者数
６か所

月平均
利用者数
184人

事業者数
６か所

月平均
利用者数
215人

事業者数
９か所

月平均
利用者数
193人

事業者数
12か所

◎
利用者数の増加も落ち着き、適
切なサービス利用が促進されて
いる。

障がい福祉課

57 保育所等訪問支援

障がい児施設で指導経験のある児童指
導員等が保育所等を訪問し、障がい児や
保育所等のスタッフに対し、障がい児が
集団生活に適応するための専門的な支
援を行う。

利用者数、事業者数
（市内）

月平均
利用者数

1人
事業者数
０か所

月平均
利用者数

2人
事業者数
０か所

月平均
利用者数

22人
事業者数
４か所

月平均
利用者数

4人
事業者数
4か所

◎
適切なサービス利用が促進され
ている。

障がい福祉課

58 障害児相談支援

障害児通所支援（児童発達支援、放課後
等デイサービス、保育所等訪問支援）を
利用する前に「障害児支援利用計画」を
作成するとともに、通所支援開始後、一
定期間ごとにモニタリングを行う等の支
援を行う。

利用者数、事業者数
（市内）

年間
利用者数
284人

事業者数
６か所

年間
利用者数
284人

事業者数
６か所

年間
利用者数
391人

事業者数
６か所

年間
利用者数
353人

事業者数
7か所

◎
相談支援専門員の業務負担が増
加している。

障がい福祉課

59 日中一時支援

日中や放課後等において介護する者が
いないため、一時的に見守り等の支援が
必要な障がい児に活動の場を提供し、見
守り、社会に適応するための日常的な訓
練その他必要な支援を行う。

利用者数、事業者数
（市内）

年間
利用者数

73人
事業者数
10か所

年間
利用者数

75人
事業者数
10か所

年間利用者数
63人

事業所数
12か所

年間
利用者数

61人
事業所数
11か所

○

利用者、サービス提供事業所は
横ばいで推移しており、利用者
のニーズに合わせたサービス提
供がなされている。

障がい福祉課

60
こども療育センター
児童発達支援事業

こども療育センターに通園する親子に対
し、親子体操、運動遊び、音楽療法、製作
などの活動や、日常生活における基本的
な動作の指導、集団生活への適用訓練
等の療育を提供する。

児童発達支援事業の
利用者の満足度
（利用者アンケートの
設問「総合的な利用満
足度はどうですか」で
「満足している」と回答
した保護者の割合）

85.7% 80% 86.1% 88.1% ◎
利用者の声を聞きながら療育の
質の向上に努めていく。

こども療育センター

61
こども療育センター
保育園幼稚園等巡回訪
問

こども療育センターの療育専門員と職員
が申請のあった保育園幼稚園等を訪問
し、障がい又は発達の遅れのある児童に
ついて発達状況や保育状況の観察及び
園の職員とのカンファレンスを行い、保
育・療育に必要な知識や技術について指
導・助言する。

巡回訪問１回当たりの
平均対象児数
（対象児延べ人数/訪
問回数）

2.8人 3.0人以下 2.9人 2.8人 ◎

目標はほぼ達成しており、ここに
即した指導、助言ができたが、訪
問する専門職の継続確保に苦慮
している。

こども療育センター

62
こども療育センター
訪問療育事業

重度の障がいがあるために外出が困難
な児童の家庭を訪問し、療育を行う。

利用申込みに対し対応
した割合
（対応件数/申込件数）

― 100% ― ― ○
利用申込はなかったが必要な事
業であるため、関係者への周知
を行う必要がある。

こども療育センター

63
こども療育センター
相談支援事業

心身に障がい又は発達の遅れのある児
童及び保護者の療育上の相談（療育相
談、発達相談、ことばの相談、運動発達
相談、医療相談）を行う。

ことばの相談及び運動
発達相談の実施回数 32回 34回 24回 31回 ○

各相談とも適切に指導、助言を
行っている。対応する専門職の
継続確保に苦慮している。

こども療育センター
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No. 事業名 事業内容 指標
現状値

（H30実績）
最終年次目標

（R6）
令和４年度

実績
令和５年度
実績

進捗
状況

成果及び今後の課題等 所管課

64
幼稚園・保育所等での障
がい児保育事業

幼稚園・保育所等において、障がい児を
積極的に受け入れるとともに、保育士等
を追加で配置し、きめ細かな教育・保育
を行う。

受入園数

幼稚園全園
保育所全園

認定こども園全園
地域型保育５か所

幼稚園全園
保育所全園

認定こども園全園
地域型保育５か所

幼稚園全園
保育所全園

認定こども園全園
地域型保育７か所

幼稚園全園
保育所全園

認定こども園全園
地域型保育５か所

◎

支援が必要な子どもの入園・入
所にあたり、必要な保育士等を
加配し、個別の支援を行うこと
ができた。
集団保育を行うことで、それぞ
れに成長が見られ、円滑な就学
に向けた準備ができる。
支援の必要な子どもが増加傾向
にあり、保育士等の確保が課題
である。

子育て支援課

65 教育・就学相談事業
教育・就学に関わる様々な悩みについて
の相談に応じる。

就学相談件数 44件 50件 42件 52件 ◎

市就学審議委員会において、児
童生徒の学びの場の案を審議す
る際、保護者の同意が必要であ
ることを幼稚園等に周知し続け
る必要がある。

学校教育課

66 相談支援ファイル事業

子どもの発達特性や保護者の教育的
ニーズに応じた「教育的支援」を乳幼児
期から学校卒業まで一貫して行っていく
ための情報を集めた「相談支援ファイル
ライト版」を作成し、活用する。

相談支援ファイル数
（幼保小中）

相談支援
ファイル数
504冊

相談支援
ファイル数
700冊

761 807 ◎
相談支援ファイルの有効性を確
認し、引き継ぎ等で活用してい
く。

学校教育課

67
医療的ケア児に対する
支援を調整するコー
ディネーターの設置

医療的ケア児に対する関連分野の支援
を調整するコーディネーターについて相
談支援事業所と協議を行い、設置を促
進する。

コーディネーター設置
人数

0人 2人 ３人 ３人 ◎
各相談支援事業所において積極
的に研修を受講。

障がい福祉課
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基本目標５　子どもの貧困対策の推進

基本方向１　教育の支援

No. 事業名 事業内容
第二期計画
での分類

令和４年度
実施状況

令和５年度
実施状況

成果及び今後の課題等 担当課

68 子どもの学習支援事業

生活に困窮している世帯の子どもが、本人の
意思に基づき進学ができるよう、学習ボラン
ティアによる学習会の開催により学力の向上
を支援する。また、学習支援員が家庭訪問等に
より保護者への相談支援を行うとともに高等
学校進学者の中退防止支援を行う。

拡充

学習会45回開催、延べ
250人の小中学生が参加
(新型コロナウイルスの影響
による中止６回）

学習会51回開催、延べ
340人の小中学生が参加

生活に困窮している世帯の子
どもの学習意識の向上に資す
ることができた。

地域福祉課

69
地域教育力向上放課後子ども
教室設置事業

地域住民が放課後等に児童を見守り、体験学
習の機会や居場所の提供等をしている。

充実 市内３地区で実施
地域学校協働本部
設置事業にて実施

昨年度より実施回数、参加人
数ともに増加し、順調に実施
できている。

生涯学習文化課

70 地域学校協働本部設置事業

地域と学校の連携を図り、学校を核とした地
域づくりを進めるための組織であり、学校が設
置する「学校運営協議会」とで、地域学校協働
活動（放課後等の学習活動、体験活動など）を
実施する。

新規

全ての地区に地域学校協働
本部（立花・黒岩・稲瀬・口内
地区は４地区で１つ）を設
置。先行しているモデル地
域を中心に地域学校協働活
動の推進を図った。

実施

　学校、地域関係者が参加す
る研修会を開催し、意見交換
の場や地域学校協働活動の
発表の場を設けるなど、参加
者の情報共有を図った。ま
た、市内で実施する地域学校
協働活動に関するリーフレッ
トを作成し、市民に周知した。

生涯学習文化課

71 奨学金貸与事業
経済的理由により修学困難な者へ奨学金を貸
与し、教育を受ける機会の拡充と人材育成の
ための支援を行う。

拡充

貸与者　78人
（うち新規  18人）

貸与額合計
27,720千円

貸与者　65人
（うち新規  17人）

貸与額合計
　 23,400千円

奨学金の貸与により、学費・
生活費による経済的な負担が
軽減されており、進学意欲を
持つきっかけにもなってい
る。

教育部総務課

拡充：事業対象や規模の拡大、追加するもの
充実：既存事業の手法の見直し等によりサービスを向上させるもの
新規：事業の進捗管理により、その効果等を見極めたうえで拡充や充実に向けた体制整備
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基本方向２　生活の支援

No. 事業名 事業内容
第二期計画
での分類

令和４年度
実施状況

令和５年度
実施状況

成果及び今後の課題等 担当課

72
子どもの居場所づくり開設等
支援補助金

食事の提供と学習支援等を行う子ども居場所
の新規開設に要する経費及び既存の子ども食
堂が行う学習やレクリエーション等の機能強化
に必要な経費に対して補助を行うとともに、開
設や運営にあたっての相談にも対応する。

充実 令和３年度をもって事業完了
令和３年度をもって事業完

了
令和３年度をもって事業完了 子育て支援課

73 生活困窮者自立支援事業

生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対
し、困窮状態から早期に脱却することを支援す
るため、関係機関との連携による包括的かつ
継続的な相談支援等を実施する。

拡充
相談者数294人
プラン作成(自立支援計画）
件数40件

相談者数255人
プラン作成(自立支援計画）
件数37件

生活保護に至る前の生活困
窮者に対し支援を行うととも
に、プラン作成し自立を促し
た。

地域福祉課

74 産前産後サポート事業
妊婦・産婦その家族へ交流を図りながら相談
に乗り、家族の負担軽減を図る。

新規

NPO法人まんまるママいわ
てへ委託実施。妊婦６名産
婦98名(子98名)の参加が
あった。

実施

NPO法人まんまるママいわ
てへ委託実施。妊婦６名産婦
103名(子105名)の参加が
あった。講座付きサロン形式
のため、助産師や保健師に相
談することもでき不安軽減が
図れている。

子育て世代
包括支援センター

75
子育て世代包括支援センター
の設置

既存事業等、妊産婦乳幼児に係る事業が、対象
者に対して切れ目のない支援を提供対応し
コーディネートする。

新規
妊娠期からの支援の充実の
ため、支援プランを115件
作成。

設置

妊娠期からの支援の充実の
ため、支援プランを35件作
成。必要時電話相談や家庭訪
問で対応したり、医療機関と
の情報共有・連携をし支援を
している。

子育て世代
包括支援センター

76
子ども家庭総合支援拠点の設
置

子ども家庭支援に係る実情把握、情報提供、相
談、総合調整。要支援児童及び要保護児童等
並びに特定妊婦等への支援業務。関係機関と
の連絡調整。

新規

令和３年４月１日付で拠点を
設置、家庭児童相談員３名
において、きめ細やかな支
援を実施している。

設置

令和３年４月１日付で拠点を
設置しており、重層的支援体
制整備事業との連携について
担当課と協議検討を実施して
いる。

子育て世代
包括支援センター

77
民生委員・児童委員との連携
強化

定期的に家庭児童相談員等が各地区民協に参
加するなどし、要保護児童等について情報交
換を行う。

新規 個別に連携 個別に連携
個別にケース内容に応じて連
携を図っている。

子育て世代
包括支援センター
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基本方向３　経済的支援

No. 事業名 事業内容
第二期計画
での分類

令和４年度
実施状況

令和５年度
実施状況

成果及び今後の課題等 担当課

78 ひとり親家庭医療費給付事業

配偶者がない又は配偶者に重度障害がある方
で、児童を養育している方とその児童に対し医
療費の一部を給付し、心身の健康保持と生活
の安定に寄与する。

充実

父母
587人/5,381件

子
866人/8,574件
父母のいない子

0人/0件

父母
549人/5,705件

子
829人/9,910件
父母のいない子

０人/０件

市町村によって対象になる条
件が異なり、市町村間で格差
が生じている。このため、同じ
世帯構成であっても、市町村
ごとで給付される額に違いが
出ている。

国保年金課

79
子ども・妊産婦医療費給付事
業

子ども及び妊産婦に医療費の一部を給付し、
心身の健康保持と生活の安定に寄与する。

充実

乳幼児
3,963 人/56,391件

子ども
（小学生～高校生）

3,902人/30,711件
妊産婦

174人/1,378件

子ども
（0歳～高３）

8,357人/115,229件

妊産婦
155人/1,268件

子ども医療費給付事業につ
いて、令和５年12月から保護
者及び保護者の配偶者の所
得制限を撤廃した。
市町村によって対象になる条
件が異なり、市町村間で格差
が生じている。このため、同じ
世帯構成であっても、市町村
ごとで給付される額に違いが
出ている。

国保年金課

80 保育料軽減事業
低所得世帯及び多子世帯の副食費については
市独自軽減を実施する。

新規 実施 実施

保育料について、第２子以降
を無償に、第１子を従来の半
額とした。副食費徴収免除は
独自軽減を継続して実施し
た。

子育て支援課

81 学童保育所使用料の減免
生活保護世帯及び就学援助費支給規則に定め
る準要保護世帯は全額免除する。
母子及び父子世帯は２分の１を減免する。

拡充 順調 順調

全額免除：63人
半額：150人
一部免除：204人
計：417人
今年度も継続していく

子育て支援課
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基本方向４　保護者の就労の支援

No. 事業名 事業内容
第二期計画
での分類

令和４年度
実施状況

令和５年度
実施状況

成果及び今後の課題等 担当課

83 就労支援員設置事業
就労支援員を設置し、生活保護法による被保
護者及びひとり親に対し、きめ細かな就労支
援を行い、対象者の自立を図る。

拡充
支援対象者49人
被保護者就労延べ人数24
人

支援対象者35人
被保護者就労延べ人数10
人

保護開始直後などから早期に
就労支援員が関わり就労支援
を行った結果、延べ10人の被
保護者が就労した。

地域福祉課

84
北上地域人材確保定着サポー
ト事業

ジョブカフェさくらにおけるカウンセリング等
の就労支援

充実
セミナー等開催
39回

セミナー等開催
34回

　セミナー等の開催や就労相
談を通し、就職を希望する方
の就労支援を行い、ジョブカ
フェさくらの利用者84人が
就職決定した。
　ジョブカフェさくらだけでは
解決困難な相談もあり、関係
機関との連携強化が必要で
ある。

産業雇用支援課
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